
◇◆◇令和６年度かほく市介護保険料について◇◆◇ 

 

介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えることを目的に創設された制度です。 

６５歳以上の方の介護保険料は、３年ごとに見直され、かほく市にかかる介護サービス費用の総額  

見込みに基づいて一人あたりの介護保険料を算出します。 

第９期（令和６～８年度）の保険料基準額は、介護給付費・介護給付費準備基金の状況から第８期と 

同額の月額５，９００円（基準額７０，８００円）に据え置きます。 

 

第９期（令和６～８年度）所得段階別の保険料 

段階 対象者 年間保険料 

第１段階 

・生活保護を受給している方 

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金  

収入額が８０万円以下の方 

２０，１７８円 

第２段階 
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金  

収入額が８０万円超１２０万円以下の方 
３４，３３８円 

第３段階 
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金  

収入額が１２０万円超の方 
４８，４９８円 

第４段階 
・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課

税で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方 
６３，７２０円 

第５段階 

（基準額） 

・世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課

税で前年の合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円超の方 
７０，８００円 

第６段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円未満

の方 
８４，９６０円 

第７段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円以上

２１０万円未満の方 
９２，０４０円 

第８段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が２１０万円以上

３２０万円未満の方 
１０６，２００円 

第９段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が３２０万円以上

４２０万円未満の方 
１２０，３６０円 

第 10段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が４２０万円以上

５２０万円未満の方 
１３４，５２０円 

第 11段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が５２０万円以上

６２０万円未満の方 
１４１，６００円 

第 12段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が６２０万円以上

７２０万円未満の方 
１４８，６８０円 

第 13段階 
・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が７２０万円以上

の方 
１５５，７６０円 

◎介護保険料の軽減について 

 第１段階～第３段階については、負担軽減措置により次のように軽減されています。 

第 1 段階 ３２，２１４円 ⇒ ２０，１７８円（基準額７０，８００円 × 0.455 ⇒ 0.285） 

第 2 段階 ４８，４９８円 ⇒ ３４，３３８円（基準額７０，８００円 × 0.685 ⇒ 0.485） 

第 3 段階 ４８，８５２円 ⇒ ４８，４９８円（基準額７０，８００円 × 0.69  ⇒ 0.685） 


